
２０１２年（平成２４年）

月１日号

No.888
５５５５

◆巻頭

税金　コンビニ収納、市税・軽自動車の減免など

◆工事発注

平成２４年度上半期工事発注予定を公表

◆庁舎案内

市役所庁舎内配置図

◆広聴

市長直送便

◆被災者支援

被災中小企業者への支援制度のお知らせ

◆巻末

派遣職員紹介～古賀龍一郎さん（佐賀県武雄市）～

　４月初旬に市内の小中学校で入学式が行われ、小学校１３５

人、中学校１９０人の門出を祝いました。このうち、長部小学

校 ( 薄衣裕昭校長、児童６７人 ) では、６人の１年生が入学。

入学児童呼名の際、一人ひとり名前を呼ばれると、「はいっ」

と大きな声で返事をし、起立しました。薄衣校長は、「学校では、

ひらがなや漢字を学び、プールや体育館で元気に体を動かし、

あいさつがしっかりとできる子どもになりましょう」と学校生

活における心構えなどを話しました。

べんきょうも、うんどうも

　　　　　がんばろうね !!

べんきょうも、うんどうも

　　　　　がんばろうね !!



２０１２年（平成２４年）　１月１日号　②２０１２年（平成２４年）　５月１日号　②

　【コンビニ納付の問い合わせ先】税務課収納係 ( 内線１１０、１１１) まで。

　平成２４年度分市税から、これまでの金融機関や市役所に加え、納期限内に納付する場合は、全国の

コンビニエンスストア（以下、コンビニ）でも納付できるようになりました。コンビニで納付できる納

付書には、バーコードが印刷されています。

▽コンビニで納めることができる税金　市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険

税（普通徴収）

▽納付できるコンビニ　ローソン、ファミリーマート、セブン・イレブン、サークル K サンクス、ミニ

ストップ、セイコーマート、スパー北海道、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ポプラ、生活

彩家、くらしハウス、スリーエイト、セーブオン、ココストア、スリーエフ、コミュニティストア、エ

ブリワン、RIC マート　※ゴシックは、市内にあるコンビニです。

▽納付書の様式が変更に　コンビニで納付できる納付書は、バーコードが印字されています。これまで

の納税通知書は、ホチキスで綴じられ冊子になっていましたが、これからは納付書が納期別に１枚ずつ

になっています。（ホチキスなどで留めるとコンビニでは納付できません）

※期別を確認して使用してください。第１期を納めるつもりで、第２期の納付書で納付すると、あくま

でも第２期分として収納されますので、あらためて第１期を納めていただくことになりますので、各納

期の納付書を間違えないようにしましょう。

▽次のような納付書はコンビニでは納付できません

（これまでどおり金融機関などで納付してください）

・バーコードが印刷されていない納付書

・破損、汚損などによりバーコードが読み取れない納付書

・金額を訂正した納付書

・納期限が過ぎた納付書（バーコードが印刷されていてもコンビニでは納付できません）

・納付書１枚当たりの金額が３０万円を超える納付書（バーコードが印刷されていません）

納め忘れのない口座振替を
◎口座振替の利用は、納付書または領収書と通帳の印鑑を持参の上、市内の金融機関・郵便局に申

し込んでください。

※納期限が近づいたら、残高の確認をお願いします。

納 

付 

書

市税の納付 コンビニエンスストアでも可能に

税 金

市税の納付 コンビニエンスストアでも可能にコンビニエンスストアでも可能に



③

　【市県民税・国民健康保険税に関する問い合わせ先】税務課市民税係 ( 内線１１３・１１４) まで。

　震災で全壊、大規模半壊、半壊の被害を受けた人の平成 23 年度分市税の減免申請の申し込みは、５月

３１日（木）までとします。

【家屋被害調査 ( 一次調査 ) の申請は５月３１日 ( 木 ) まで】

　震災で被害を受けた家屋の「り災証明書」の発行には、調査が必要です。市では、すでに市内全域の

外観による一次調査は終えています。津波被害は、平成２３年３月２２日から３月２８日の間に延べ

４, ８００棟、地震被害は平成２３年７月４日から７月２５日の間に延べ４, ５８４棟を調査済みです。

　もし、震災で被害を受けた家屋で、調査もれなどにより「り災証明書」の発行を受けられない家屋が

ある場合には、調査が必要ですので、早めに申請してください。

　なお、家屋被害調査（一次調査）の申請は５月３１日 ( 木）までとします。調査日程については、後日

個別に連絡します。

　詳しくは、税務課資産税係（内線１０１、１０２）まで。

【平成２３年度市県民税・国民健康保険税の減免について】

　震災によって被害を受けた人は、次のような減免措置の適用を受けられる場合があります。国民健康

保険税は、納税義務者の属する世帯の生計維持者が該当した場合のみ、減免の対象となります。

◆震災により居住する住宅に一定割合以上の損害を受けた場合

　全壊の場合は１０分の１０、大規模半壊または半壊の場合は１０分の５の割合で減免となります（申

請は不要）。ただし、り災場所に住民登録のない人で、居住していたことを証明する書類などを提出して、

り災証明書の交付を受けた人は申請が必要です。その際は、り災証明書を持参してください。

◆納税義務者が下記のいずれかに該当する場合

※１．③、④に該当する場合は申請が必要です。③の場合は医師の診断書、④の場合は事業などの廃止

または失業の状態を証明する書類 ( 雇用保険受給資格者証など）を持参してください。

※２．国民健康保険税の減免申請をする場合、④に該当し、雇用保険受給資格者証を持っている人は、特

例対象被保険者等にかかる軽減申請となります。すでに税務課で手続き済みの人には、順次特例が適用

されます。

◆事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入（以下、事業収入など）のいずれかが減収した場合

　平成２２年中の合計所得金額が１, ０００万円以下でかつ、震災により平成２３年中における事業収入

などが前年に比べ３割以上減収することが見込まれる人は、平成２２年中の所得に応じて減免の対象と

なる場合があります。

※該当する場合は申請が必要です。平成２３年中の所得が分かるものを持参してください。

【減免の申請手続きについて】

　申請手続きには、納税通知書、印鑑、納税義務者名義の通帳および上記の必要書類などを持参の上、市

役所税務課まで相談してください。なお、減免申請書などは、市役所税務課の窓口に備え付けてあります。

審査後、減免の可否・減免額を決定し通知します。減免適用までには時間を要し、また、被害を受けた

程度により減免の対象とならない場合もありますので、その間は通常どおり納付をお願いします。納付

済みの税額に減免が適用される場合、その差額分は、後日納税義務者の口座に還付します。

減免の割合 申請の有無減　免　の　事　由

①震災により、死亡もしくは行方不明となった場合

②生活保護法の規定による扶助を受けることとなった場合 ( 市県民税のみ )	

③震災により、重篤な傷病 ( １カ月以上の入院を伴った傷病 ) を負った場合

④震災により、事業などを廃止もしくは失業することとなった場合

減　免　の　割　合平成２２年中の合計所得金額

３００万円以下の場合

３００万円を超え４００万円以下の場合

４００万円を超え５５０万円以下の場合

５５０万円を超え７５０万円以下の場合

７５０万円を超え１,０００万円以下の場合

事業収入などにかかる所得に対する市県民税額の１０分の１０			

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　１０分の８

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　１０分の６

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　１０分の４

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　１０分の２

１０分の１０

不　要

必　要

５月３１日（木）まで震災による平成２３年度分市税の減免申請震災による平成２３年度分市税の減免申請



２０１２年（平成２４年）　５月１日号　④

１．身体などに障がいのある人へ

　身体や精神に障がいのある人が所有する軽自動車やバイクなどに対して、軽自動車税の減免制度があ

りますので、①または②に該当する人は申請してください。

【申請条件】

①身体や精神に障がいがあり、歩行が困難な人などが所有している場合

②身体や精神に障がいがある人の通院・通学・通所・生業などのために、家族または介護者が週１回以

上または月４回以上運転している場合。（ただし、身体に障がいのある人が１８歳以上の場合は、本人所

有に限ります）

【申請期間】

５月７日（月）～２４日（木）午前８時３０分～午後５時１５分まで（土・日を除く）

【注意事項】

①障がいの程度によって、減免の対象にならない場合があります。

②申請をする前に軽自動車税を納付すると、免除申請することはできません。

③普通自動車税の減免を受けた人は該当しません。また、減免を受けると福祉タクシーの助成を受けら

れません。

２．東日本大震災で被災した車両の代わりに軽自動車を取得した人へ

　被災した車両の代わりに、新たに軽自動車を取得した人は、税務課に届け出ることにより、平成２３

年度から２５年度までの軽自動車税が非課税となりますので、被災車両の廃車手続き（永久抹消）後に

税務課で手続きを行ってください。

＊被災車両と代替車両の所有者が一致する場合のみ、非課税の対象となります。

＊被災車両の所有者が死亡し、その相続人が代替車両を取得した場合も、代替性が認められれば非課税

の対象となります。

３. 東日本大震災で被災した車両の税止めが済んでいない人へ

　さきの震災により被災した車両は、税務課に届け出ることにより、平成２３年度の軽自動車税が非課

税となりますが、原則として５月３１日までの受け付けとさせていただきます。まだ税止めをしていな

い人は早めの手続きをお願いします。

　詳しくは、税務課市民税係（内線１１３・１１４）まで。

固定資産税

軽自動車税
市県民税

国民健康
保　険　税

軽自動車税
５／３１

１　期
７／２

１　期
７／３１

１　期
７／３１

２　期
８／３１

２　期
８／３１

２　期
１０／１

３　期
１０／１

３　期
１０／３１

４　期
１０／３１

５　期
１１／３０

３　期
１２／２５

６　期
１２／２５

４　期
１／３１

７　期
１／３１

４　期
２／２８

８　期
２／２８

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２
月

税目

身体に障がいのある人、被災車両の所有者が対象です

軽自動車税の減免などのお知らせ軽自動車税の減免などのお知らせ軽自動車税の減免などのお知らせ

平成２４年度納期一覧表



⑤

　市が、平成２４年度上半期に発注する予定の２５０万円以上の工事について、入札・契約手続きのよ

り一層の透明性を確保するため、次のとおり発注予定を公表します。

　なお、今回公表する発注予定工事の内容については、公表時点での予定であるため、実際に発注する

工事が公表内容と異なる場合があります。

○清掃センター仕舞い工事（高田町字大隅地内）

○公共施設解体工事（高田町字館の沖地内ほか）

○下矢作地区農業集落排水施設災害復旧工事（矢作町越戸内地内ほか）

○広田地区漁業集落排水施設災害復旧（２３災第集落１号）工事（広田町字久保地内ほか）

○矢の浦地区漁業集落排水施設災害復旧（２３災第集落２号 ) 工事（小友町字矢の浦地内ほか）

○２３災道路災害復旧工事　２２件（小友町字獺沢地内ほか）

○消防救急通信設備災害復旧工事（高田町字鳴石地内ほか）

○小友分団第２部屯所改修工事（小友町字泉田地内）

○市立高田小学校ほか３校災害復旧工事（高田町字下和野地内ほか）

○市立米崎中学校ほか１校災害復旧その他工事（米崎町字神田地内ほか）

○市立高田小学校運動場等災害復旧工事（高田町字下和野地内）

○市立小友小学校運動場等災害復旧工事（小友町字宮崎地内）

○市立竹駒小学校運動場災害復旧工事（竹駒町字仲の沢地内）

○プレハブ会議室等設置工事（高田町字鳴石地内）

○災害派遣職員用宿舎建設工事（高田町地内）

○旧矢作小学校浄化槽設置工事（矢作町字愛宕下地内）

○クレーン等オーバーホール工事（高田町字大隅地内）

○不燃物処理施設整備工事（高田町字大隅地内）

○斎苑外構補修工事（高田町字太田地内）

○林道松の坂線開設工事（気仙町字牧田地内）

○只出漁港災害復旧工事（小友町字谷地館地先ほか）

○根岬漁港災害復旧工事（広田町字根岬地先ほか）

○大陽漁港災害復旧工事（広田町字大陽里地内ほか）

○両替漁港災害復旧工事（小友町字両替地先ほか）

○脇之沢漁港災害復旧工事（米崎町字脇の沢地先ほか）

○陸前高田市公共下水道汚水管渠設置工事（高田町字西和野地内）

○防災集団移転促進事業（陸前高田市内）

○市立長部小学校ほか５校災害復旧工事（気仙町字牧田地内ほか）

○市立広田小学校屋内運動場耐震補強工事（広田町字大久保地内）

○市立米崎小学校プール改修工事（米崎町字川内地内）

○和野高区水系配水管新設工事（高田町字大隅地内）

○配水管布設工事（大隅工区）（高田町字大隅地内）

○三陸縦貫道整備工事に伴う配水管布設替工事（大隅工区）（高田町字大隅地内）

○三陸縦貫道整備工事に伴う配水管布設替工事（相川工区）（竹駒町字相川地内）

詳しくは、財政課財政係 ( 内線 152) まで。

※工事名（工事場所）記載順は順不同

平成２４年度上半期工事発注予定を公表

【 第１四半期 ( ４月～６月 ) 】

【 第２四半期（７月～９月） 】

平成２４年度上半期工事発注予定を公表



２０１２年（平成２４年）　５月１日号　⑥

農  林  課

農  政  係

林  政  係

農業委員会
事　務　局

水  産  課

水  産  係

漁  港  係

水道事業所

業　務　係

工務給水係

エレベー
　　ター

出入口

↑

← スロープ

第１会議室

選挙管理委員会
事　　務　　局

監査委員事務局

被災者支援室
第３会議室

出入口

出入口

↑

← スロープ

長寿社会課

高齢福祉係

介護福祉係

地域包括支
援センター

社会福祉課

児童福祉係

障がい福祉係

健康推進課

保　健　係

出入口

出入口

社会福祉課

家 庭 相 談

↑

税 務 課

市民税係

資産税係

収 納 係

会 計 課

総合案内

市民環境課

市　民　係

環境安全係

健康推進課

国　保　係

出入口

出入口

↑

所 在 地　〒０２９－２２９２

   　　　陸前高田市高田町字鳴石４２番地５

   　　　TEL ０１９２－５４－２１１１（代表）

   　　　FAX ０１９２－５４－３８８８（代表）

開庁時間　午前８時３０分～午後５時１５分

休 業 日　土・日・祝日・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）

4 号棟　１階

市役所庁舎内配置図市役所庁舎内配置図

3 号棟　１階

2 号棟　１階

１号棟　１階

４号棟

３号棟

２号棟

１号棟

駐 車 場

ATM

駐 車 場

車  庫



⑦

第４会議室 第５会議室 第６会議室

エレベー
　　ター

↑

復興対策局

復興対策係

計　画　係

都市計画課

計　画　係

区画整理係

下 水 道 係

建　設　課

管　理　係

道路河川係

住宅推進係

幹線道路対策室

エレベー
　　ター

事業推進室

事業推進係

議  長  室

議会事務局
議　会
図書室

傍　聴　席
議　　場

委員会室

商 工 観 光 課

観 光 交 流 係

商 工 労 働 係

企業立地雇用対策室

学 校 教 育 課
教育長室

教　　育
相 談 室

生 涯 学 習 課

生 涯 学 習 係

スポーツ推進係

（埋蔵文化財）

（ 公民館・図書館 ）

管  　理　  係

学     務     係

教 育 研 究 所

財 政 課

財 政 係

管 財 係

防災対策室
副市長室

市長室

企画政策課

政策推進係

秘書係

総 務 課

職 員 係

行 政 係

協働推進室

４号棟　３階

４号棟　２階

３号棟　２階

２号棟　２階

１号棟　２階



『市長直送便』で、
あなたの考えを市政に反映させよう！
　 『市長直送便』は、すべて直接市長に手渡されます。市長から必要に応じて関係

課へ回付され、あなたの意見や提言が市政に生かされるシステムになっています。

　市政に関することなら何でも結構です。陸前高田市の未来への提言、疑問に思っ

ていること、市政に関して日ごろから感じていることなど、何でも気軽に書いて投

函してください。

　いただいた手紙の内容に対しては、原則として回答は行いませんが、市民の皆さん

にお知らせしたい提言や疑問の多いものなどへの回答は、随時広報で紹介します。

※注　意

　投函される皆さんへお願いです。
　・差出人の住所、氏名、電話番号をお書きの上で、投函してください。広報掲載
　　時や、市長が各課に調査指示する際、内容を確認する場合に連絡することがあ
　　ります。
　・広報に掲載する際にはすべて匿名とします。また、プライバシーに関する秘密
　　は厳守しますので、安心して投函してください。

『市長直送便』で、
あなたの考えを市政に反映させよう！

の　り　し　ろ

陸 前 高 田 市 役 所

　 　

  『 市 長 直 送 便 』

陸 前 高 田 市 長 戸  羽    　太

 行

（ 受 取 人 ）

差 出 人 　 　 　 　 　 　 　

 町 　（ 男 ・ 女 　 　
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２０１２年（平成２４年）　５月１日号　⑧

　

震
災
の
影
響
で
休
止
し
て
い
た
「
市
長
直

送
便
」
を
再
開
し
ま
す
の
で
、
市
長
に
対
し

て
意
見
・
要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
次

ペ
ー
ジ
の
様
式
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
郵
便

ポ
ス
ト
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
長
直
送
便
は
、
開
封
し
な
い
ま
ま
直
接

市
長
に
手
渡
さ
れ
ま
す
。
原
則
と
し
て
回
答

は
行
い
ま
せ
ん
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
知

ら
せ
し
た
い
提
言
や
疑
問
の
多
い
も
の
な
ど

へ
の
回
答
は
、
随
時
広
報
で
紹
介
し
ま
す
。

　

な
お
、
内
容
に
よ
っ
て
、
広
報
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
開
す
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
広
報
に
掲
載
す
る
際
に
は
、
す

べ
て
匿
名
と
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
関
す
る
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他　

市
長
直
送
便
の
用
紙
は
、
市
役

所
一
階
玄
関
付
近
に
配
架
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
協
働
推
進
室(

内
線
１
７
３)

ま
で
。

◆ 

市
長
直
送
便
を
再
開 

◆

市
政
に
つ
い
て

皆
さ
ん
の
声
を

届
け
ま
し
ょ
う

　「３１１まるごとアーカイブス」は、被災地の過去、現在、未来の記録を残し、個人情報

や肖像権、著作権に配慮した上で、これらの記録をインターネット上で公開し、防災学習

や防災研究などの貴重な資料とするプロジェクトです。

　市民の皆さんの中で、被災前の街並みや風景、伝統行事、文化財、歴史的建造物、市民

の活動などを記録した動画や写真を持っている人は、ご協力をお願いします。

　なお、提供いただく際は、市協働推進室に備え付けの「写真・ビデオ映像の肖像権に関

する承諾書」「提供する写真・動画等の使用許諾同意書」に署名をお願いします。

▽動画・写真などの提出先　市協働推進室

▽本プロジェクトの活動内容

①被災地の過去の映像の収集とデジタル化

②津波で流されたアルバムや写真の返還とデジタル化

③津波映像や避難行動の写真などの収集と公開

④被災地の撮影と公開

⑤行政の災害対応文書などのデジタル化と検証

⑥地域コミュニティの復興過程の参加型の記録

　と公開、上映

⑦地場産業の復興過程の記録と公開

⑧子どもの目線で長期に復興を記録、上映

⑨社会科の補助教材の製作

⑩コミュニティ放送、ＣＡＴＶの放送記録のア

　ーカイブ

⑪被災者の避難行動の聞き取り

⑫道路からの３６０度撮影を測量

⑬ボランティア体験談のアーカイブ

　詳しくは、協働推進室 ( 内線１７３) まで。

被災前と被災直後の動画・写真・資料を収集しています

３１１
まるごとアーカイブス
３１１
まるごとアーカイブス
３１１
まるごとアーカイブス

被災前と被災直後の動画・写真・資料を収集しています

市
政
に
つ
い
て

皆
さ
ん
の
声
を

届
け
ま
し
ょ
う



『市長直送便』で、
あなたの考えを市政に反映させよう！
　 『市長直送便』は、すべて直接市長に手渡されます。市長から必要に応じて関係

課へ回付され、あなたの意見や提言が市政に生かされるシステムになっています。

　市政に関することなら何でも結構です。陸前高田市の未来への提言、疑問に思っ

ていること、市政に関して日ごろから感じていることなど、何でも気軽に書いて投

函してください。

　いただいた手紙の内容に対しては、原則として回答は行いませんが、市民の皆さん

にお知らせしたい提言や疑問の多いものなどへの回答は、随時広報で紹介します。

※注　意

　投函される皆さんへお願いです。
　・差出人の住所、氏名、電話番号をお書きの上で、投函してください。広報掲載
　　時や、市長が各課に調査指示する際、内容を確認する場合に連絡することがあ
　　ります。
　・広報に掲載する際にはすべて匿名とします。また、プライバシーに関する秘密
　　は厳守しますので、安心して投函してください。

『市長直送便』で、
あなたの考えを市政に反映させよう！

の　り　し　ろ

陸 前 高 田 市 役 所

　 　

  『 市 長 直 送 便 』

陸 前 高 田 市 長 戸  羽    　太
 行

（ 受 取 人 ）

差 出 人 　 　 　 　 　 　 　

 町 　（ 男 ・ 女 　 　

 歳 ）

0
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⑨



陸前高田市長　戸　羽　　　太　行

※封筒の作り方
　１　きりとり線で切り取ってください。
　２　この面が内側に来るように、折れ線表示に添って内側に折り込み、のりしろ部をのりやセロハ
　　ンテープなどで貼ってください。

　この封書は、切手を貼らずにそのまま郵便ポストに投函できます。

の　り　し　ろ
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り
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ろ
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折  れ  線

差出人　住　　所

　　　　氏　　名

　　　　電話番号　（　　　　）　　　－

き
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き
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 り
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２０１２年（平成２４年）　５月１日号　⑩



⑪

東日本大震災により、事業拠点の主たる
事業用資産が滅失し、市内で事業を再開
しようとする市内の中小企業者

中小企業被災資産復旧事業費補助金
（復旧補助金）

　市では、東日本大震災により被害を受けた市内中小企業者の早期の事業再建を支援するため、「中小企

業被災資産復旧事業費補助金（復旧補助金）」及び「被災中小企業事業再開支援補助金（再開補助金）」の

交付制度を制定しました。補助金の申請をする場合は、下記の内容をご確認のうえ、手続きをお願いし

ます。

被災中小企業事業再開支援補助金
（再開補助金）

東日本大震災によって被害を受け、事業
の再開に必要な施設・設備等の整備（購入、
修繕等）を行う市内の中小企業者

中小企業信用保険法第 2 条第 4 項第 5 号に規定する業種
（※医療業（療術業は除く）、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業、学校教育、
郵便局、協同組合、学術・開発研究機関を除く。）

東日本大震災により滅失した事業用資産
のうち、事業再開のために不可欠な「建
物及びその附属設備」、「構築物」、「機械
及び装置」の取得に要する経費
※中小機構が整備した仮設店舗への内・
　外装工事費や電気設備工事費等は、対
　象となりません。
※建物や機械等の修繕費やリース料は、　
　対象となりません。
※車両や備品の購入は、対象となりません。

事業の再開に必要な資産（建物及び附属
設備、機械、車両、工具、備品等）の購
入や修繕に要する費用
※車両については、一部対象とならない
　車種があります。詳しくはお問い合わ
　せください。

補 助 対 象 者

補助対象となる経費の２分の１以内

企業立地雇用対策室　( 内線２７３)

平成２４年１２月２８日（金）までに申請してください。

１０／１０

・施設設備の被災状況が確認できる書類    
　（り災証明書）
・施設設備の復旧経費が確認できる書類
　（見積書、工事委託契約書の写し等）
・施設設備の位置図
・被災時に市内で事業を行っていたこと
　が分かる書類
　 法人：登記事項証明書（履歴事項全部
　 　　　証明書）
　 個人事業主：所得税申告書の写し
・被災時に復旧しようとする施設設備を
　有していたことを証明する書類（平成
　２３年度固定資産内訳書の写し、償却資
　産台帳の写し、決算書の写し等）

・資産の購入や修繕等にかかる費用が確
　認できる書類（見積書、工事委託契約書
　の写し等）
・り災証明書
・被災時に市内で事業を行っていたこと
　が分かる書類
　 法人：登記事項証明書（履歴事項全
　　　　部証明書）
　 個人事業主：所得税申告書の写し

補助金交付申請書（企業立地雇用対策室に備え付けてあります。）

・復旧経費（取得費）が１００万円以上
・復旧する事業拠点の主たる施設設備が
　滅失していること
・納期の到来した市税を完納していること
・平成２７年度末までに、被災時の従業
　者数を回復すること

・被災以前から市内に事業所を有してお
　り、被災後においても市内で事業を再開
　すること
・納期の到来した市税を完納していること
・平成２３年度に本補助金の交付を受け
　ていないこと

・平成２３年３月１１日以降に実施した事業に遡及して適用することが可能。
・平成２５年３月３１日までに補助事業を完了し、事業を再開すること。

※復旧補助金及び再開補助金のどちらも申請される場合（平成２３年度において再開
補助金の交付を受けている場合を含む）、補助限度額は復旧補助金の限度額を超えな
いよう調整を行います。

製造業、宿泊業（旅館、ホテル）２，０００万円
その他の業種　　　　　　　３００万円

５０万円

対 象 業 種

補助金の対象
と な る 経 費

補 　 助 　 率

補 助 限 度 額

対 象 期 間

要　　　　件

申 請 書 類

添 付 書 類

申 請 期 限

問い合わせ先

被災中小企業者への支援制度のお知らせ被災中小企業者への支援制度のお知らせ



２０１２年（平成２４年）　５月１日号　⑫

業　務　内　容

資　格　要　件

選　考　方　法

審　　査　　日

審　査　場　所

申 し 込 み ・

問い合わせ先

募　集　人　数

勤　務　場　所

報　酬　な　ど

勤　務　時　間

雇　用　期　間

休　暇　な　ど

加　入　保　険

介護予防指導員 嘱託看護師

受付期間

提出書類
応募手続き

高齢者が要介護状態になることを防ぐた
め、介護予防教室で指導サポートなどを
行う。

母子保健・各種予防接種の補助および各
種検診などの補助を行う。

・市内およびその周辺地域に在住の人で、
介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉
士、保健師、看護師及び准看護師のいず
れかの免許資格を有する人。
・普通自動車運転免許証所持

・市内およびその周辺地域に在住の人で、
看護師免許または准看護師免許を有する
人。
・普通自動車運転免許証所持

〒０２９ー２２９２

陸前高田市高田町字鳴石４２番地５

民生部健康推進課保健係　０１９２ー５４－２１１１（内線２４２）

月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時まで（休憩時間６０分）。ただし、
週２９時間勤務

月　額　１８万円程度

平成２４年６月１日から平成２５年３月３１日まで

非常勤職員人事事務取扱要領の規定による日数

健康保険（介護保険含む）、厚生年金保険、雇用保険

履歴書を持参または郵送で提出のこと

書類審査、面接審査

５月２２日（火）

市役所仮庁舎４号棟３階第５会議室

５月１０日（木）から１８日（金）まで

市役所健康推進課

３　人 １　人

勤

　務

　条

　件

　な

　ど

　市は、６月採用の介護予防指導員、嘱託看護師を募集しています。

　現在、国内そして全世界に感謝の想いを伝える「陸前高田市メッセージＤＶＤ」を制作しています。そ

のＤＶＤの中に、市内の子どもたちが撮った写真を取り入れたいと考えています。

　ついては、次のとおり「子どもが撮った写真」を募集しますので、多くの応募をお願いします。

▽対象　市内在住の小・中・高校生

▽内容　現在の陸前高田の人 ( 家族・友だち・働く人など )、日常のひとコマ、街の風景、自分の好きな

　　　場所など。なるべく多くの写真が必要なので、１人何枚でも応募可能です。

▽応募方法　写真データを保存したＣＤーＲなどに、子ども・保護者の氏名、連絡先を明記の上、生涯

　　　　　学習課まで郵送または持参してください。

▽申込先　〒０２９－２２９２  陸前高田市高田町字鳴石４２－５　陸前高田教育委員会生涯学習課 子

　　　　どもが撮った「陸前高田の写真」係

▽締め切り　５月１６日 ( 水 ) 必着

▽その他　応募した写真データ、ＣＤーＲは返却しません。また、人物写真の場合、被写体となってい

　　　　る人の承諾を得たもののみ応募願います。

　詳しくは、生涯学習課 ( 内線２５０) まで。

介護予防指導員・嘱託看護師を募集

子どもが撮った「陸前高田の写真」大募集！子どもが撮った「陸前高田の写真」大募集！



⑬

期　　日 診療（受付）時間 診　　　療　　　科

５月　６日 (日 )

５月　９日 ( 水 )

５月１０日 ( 木 )

５月１２日 ( 土 )

５月１３日 ( 日 )

５月１６日 ( 水 )

５月１７日 ( 木 )

５月１９日 ( 土 )

５月２０日 ( 日 )

５月２３日 ( 水 )

５月２４日 ( 木 )

５月２６日 ( 土 )

５月２７日 ( 日 )

５月３０日 ( 水 )

５月３１日 ( 木 )

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

１５：００～１８：００

１１：００～１６：００

内科系、外科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科    

小児科、泌尿器科、皮膚科    

内科系、外科系    

内科系、外科系、小児科、心療内科    

外科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科    

小児科、泌尿器科    

外科系    

内科系、外科系、小児科、泌尿器科、心療内科    

外科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科    

小児科、泌尿器科    

外科系、小児科    

内科系、外科系、小児科、心療内科    

内科系、外科系、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、心療内科    

外科系、小児科    

内科系、外科系、小児科  

　【問い合わせ先】社会福祉課 児童扶養手当（内線２３１）　特別児童扶養手当（内線２３１）　特別障　
　　　　　　　　 害者手当など（内線２３３）または、沿岸広域振興局保健福祉環境部福祉課（２５
　　　　　　　　 －２７０２）まで。

１、４月から標記手当額が改定されました

　消費者物価指数の下落に伴い、（特別）児童扶養手当などの手当額が４月から、下表のとおり改定されました。

２、平成２３年度発行の（特別）児童扶養手当証書を持っている人へ

　手持ちの証書の手当額を改定後の手当額に読み替えて、そのまま使用してください。本年度提出する

現況届および所得状況届提出の際に、手持ちの証書を返却してください。

　なお、紛失した人は、（特別）児童扶養手当証書亡失届を提出してください（用紙は担当課にあります）。

区　　　分

全 部 支 給 者

一 部 支 給 者

平成２４年３月分まで

４１, ５５０円

４１, ５４０円～９, ８１０円

平成２４年４月分から

４１, ４３０円

４１, ４２０円～９, ７８０円

区　　　分

１　　　　　級

２　　　　　級

平成２４年３月分まで

５０, ５５０円

３３, ６７０円

平成２４年４月分から

５０, ４００円

３３, ５７０円

区　　　分

特別障害者手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当

平成２４年３月分まで

２６, ３４０円

１４, ３３０円

１４, ３３０円

平成２４年４月分から

２６, ２６０円

１４, ２８０円

１４, ２８０円

　岩手県医師会では、第一中学校体育館西側で診療所を開設しています。５月の診療日程は下表のとお

りです。

※診療科は、日によって異なります。また、都合で変更になる場合があります。

　詳しくは、高田診療所（☎５３－２１１０）まで。※診療日のみ通話可

●  第一中学校敷地内で診療しています ●

岩手県医師会高田診療所 ５月の診療日程岩手県医師会高田診療所

（特別）児童扶養手当、特別障害者手当などの手当額改定のお知らせ

・児童扶養手当

・特別児童扶養手当

・特別障害者手当等

（特別）児童扶養手当、特別障害者手当などの手当額改定のお知らせ



２０１２年（平成２４年）　５月１日号　⑭

　

四
月
か
ら
法
テ
ラ
ス
に
よ
る
東

日
本
大
震
災
被
災
者
援
助
特
例
法

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

【
無
料
法
律
相
談
に
つ
い
て
】

▽
対
象
者

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
自

宅
や
営
業
所
な
ど
が
被
災
地
（
※
）

に
あ
っ
た
人

※
市
内
全
域
を
含
め
、
岩
手
県
内
・

宮
城
県
内
全
域
な
ど

▽
内
容　

・
弁
護
士
・
司
法
書
士
に
よ
る
「
無

料
法
律
相
談
」
を
利
用
で
き
ま

す
。

▽
相
談
事
例

・
被
災
し
た
住
宅
の
ロ
ー
ン
の
問

題
、
そ
の
他
借
金
（
二
重
ロ
ー
ン
）

の
支
払
い
。

・
震
災
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
家

族
の
相
続
な
ど
の
問
題
。

・
震
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
土
地
の

境
界
線
の
問
題
な
ど
。

※
ま
ず
は
、
電
話
で
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
市
内
の
相
談
先

・
ひ
ま
わ
り
法
律
事
務
所
（
☎

４
７
ー
３
６
１
３
）
平
日
の
午
前

九
時
～
午
後
五
時
（
高
田
町
字
鳴

石
50
ー
10
）

・
司
法
書
士
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎

４
７
ー
３
２
４
４
）
水
曜
（
午
後

一
時
～
五
時
）、
土
曜
（
午
後
一

時
～
六
時
）、
日
曜
（
午
前
十
時

～
午
後
三
時
）（
竹
駒
町
字
相
川

１
５
４
ー
21
）

▽
そ
の
他　

相
談
は
、
無
料
。
事

前
に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
、
市
民
環
境
課
環
境

安
全
係
（
内
線
１
３
１
）
ま
で

　

県
で
は
、
食
品
表
示
ウ
ォ
ッ
チ

ャ
ー
の
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
業
務
内
容

・
食
品
の
表
示
状
況
の
モ
ニ
タ
ー

お
よ
び
報
告
（
年
四
回
程
度
）

・
不
適
正
な
食
品
表
示
の
情
報
提

供・
食
品
表
示
に
関
す
る
研
修
会
へ

の
参
加

▽
申
込
締
切　

五
月
十
五
日
（
火
）

▽
申
込
先　

県
庁
県
民
く
ら
し
の

安
全
課

詳
し
く
は
、
同
課
（
☎
０
１
９
ー

６
２
９
ー
５
３
２
２
）
ま
で
。

　

市
顧
問
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法

律
相
談
を
、
次
の
と
お
り
開
催
し

ま
す
。

▽
日
時　

五
月
二
十
五
日
（
金
）

午
後
二
時
～
二
時
三
十
分
受
付
、

午
後
二
時
三
十
分
相
談
開
始

▽
会
場　

竹
駒
コ
ミ
セ
ン

▽
内
容　

相
続
、
保
険
、
借
家
、

そ
の
他
支
援
の
他
、
私
的
整
理
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
二
重
ロ
ー
ン
）
に

関
す
る
相
談
な
ど
。

※
相
談
は
無
料
で
す
。
予
約
は
不

要
で
、
当
日
の
受
付
順
の
相
談
に

な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
民
環
境
課
環
境
安

全
係
（
内
線
１
２
１
、
１
３
１
）

ま
で
。

　

最
近
、
仮
設
住
宅
か
ら
の
退
去

者
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
退
去

時
の
注
意
点
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

▽
注
意
点

◎
次
の
も
の
は
、
仮
設
住
宅
に
置

い
た
ま
ま
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
、
消
火

器
、
洗
濯
機
置
き
場
の
排
水
口
に

接
続
す
る
Ｌ
字
型
の
管
、
カ
ー
テ

ン
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
カ
ー
テ
ン
、

エ
ア
コ
ン
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
最

初
か
ら
設
備
さ
れ
て
い
る
も
の
。

◎
電
気
・
電
話
・
水
道
・
ガ
ス
な

ど
の
手
続
き
は
、
各
自
で
行
い
、

精
算
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
次
の
入
居
者
が
快
く
入

居
で
き
る
よ
う
、
退
去
時
に
、
落

書
き
・
汚
れ
・
シ
ー
ル
を
は
が
し

た
跡
・
タ
バ
コ
に
よ
る
異
臭
変
色

な
ど
が
ひ
ど
い
場
合
に
は
、
補
修

し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
注
意
願
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
建
設
課
住
宅
推
進

係
（
内
線
４
７
５
）
ま
で
。

　

気
仙
の
登
山
シ
ー
ズ
ン
の
幕

開
け
を
告
げ
る
氷
上
山
山
開
き

を
、
五
月
十
三
日
（
日
）
に
行
い

ま
す
。

▽
当
日
の
日
程

・
午
前
九
時
～
九
時
三
十
分　

山

開
き
式
（
高
田
町
氷
上
神
社
）

・
午
前
九
時
三
十
分　

各
自
登
山

口
か
ら
出
発

・
午
前
十
一
時　

祈き

祷と
う

ケ
原
到
着

・
正
午　

と
ん
汁
無
料
サ
ー
ビ
ス

（
先
着
二
百
人
）

　

詳
し
く
は
、
商
工
観
光
課
観
光

交
流
係
（
内
線
２
７
１
、
２
７
２
）

ま
で
。

　

震
災
の
影
響
に
よ
り
既
存
の
借

り
入
れ
の
返
済
に
困
っ
て
い
る
人

に
、「
私
的
整
理
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
債
務
の
整

理
に
つ
い
て
、
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
（
相
談
は
無
料
）。

▽
対
象　

「
津
波
や
地
震
で
家
も

車
も
失
っ
た
の
に
、
ロ
ー
ン
は
残

っ
て
支
払
が
難
し
い
」「
事
業
を

再
開
し
た
い
が
、
地
震
で
壊
れ
た

設
備
の
負
債
が
残
っ
て
い
る
」
な

すがわら　ゆめみ
ちゃん

たにふじ　さえ
ちゃん

さとう　のん
ちゃん

３
歳
６
か
月
児
健
診
か
ら

◆
平
成
二
十
四
年
四
月
健
診
分
①

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

む
し
歯
の
な
い
子

　
　
あ
つ
ま
れ
！

information

お知らせコーナー

information

お知らせコーナー

東
日
本
大
震
災

「
法
律
援
助
事
業
」
を
開
始

募
集
し
て
い
ま
す

県
食
品
表
示
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー

皆
さ
ん
の
悩
み
に
対
応
し
ま
す

無
料
法
律
相
談
を
開
催

仮
設
住
宅
に
居
住
の
皆
さ
ん
へ

退
去
時
の
注
意
点
の
お
知
ら
せ

新
緑
の
氷
上
山
を
堪
能
し
ま
せ
ん
か

氷
上
山
山
開
き
五
月
十
三
日
開
催

被
災
し
た
個
人
の
皆
さ
ん
へ

市
個
別
相
談
会
の
お
知
ら
せ



⑮

◇出生（　）は字名・保護者・出生日

矢作　…

横田　佐々木　遥
はる

　希
き

（三日市・良彦・3/24）

竹駒　阿　部　栞
かん

　菜
な

（細根沢・孝洋・3/12）

気仙　…

髙田　…

米崎　熊　谷　美
み

　桜
お

（堂の前・大樹・3/15）

　　　藤　崎　　　隼
はやと

（神田・満・3/20）

　　　飯　島　華
か

　恋
れん

（松峰・修一・3/25）

　　　金　野　蒼
あお

　龍
し

（堂の前・敏彦・4/2）

小友　…

広田　村　上　愛
ま

　桜
お

（山田・智一・3/21）

◇おくやみ（　）は字名・年齢・死亡日

矢作　川　村　ミサ子（諏訪・78・4/2）

　　　熊　谷　利　一（坂下・67・4/8）

横田　菅　野　　　修（狩集・64・3/27）

　　　菅　野　キサヲ（堂の沢・89・4/7）

　　　三　嶋　武　雄（砂子田・87・4/9）

竹駒　伊　藤　春五郎（上細根・91・3/25）

　　　菅　野　　　昇（仲の沢・53・3/28）

気仙　四ツ目　幸　雄（的場・80・H23．3/11）

髙田　佐　藤　美　智（曲松・68・H23．3/11）

　　　菅　野　節　子（栃ヶ沢・74・3/23）

　　　田　村　オクニ（鳴石・92・3/26）

　　　新　沼　初　夫（大隅・73・4/4）

米崎　新　沼　　　八（川向・81・4/6）

小友　吉　田　聖　子（新田前・50・3/29）

広田　佐々木　藤　也（泊・46・3/21）

　　　畠　山　　　滿（平畑・87・3/21）

　　　前　川　スミ子（袖野・81・3/22）

　　　假　谷　喜　一（平畑・79・3/23）

慶  弔（届出日：3/16 ～ 4/15）

ど
の
悩
み
を
持
つ
個
人

▽
日
時　

五
月
十
五
日
（
火
）
午

前
十
時
～
午
後
三
時
、
六
月
五
日

（
火
） 

午
前
十
時
～
午
後
三
時
、
六

月
二
十
六
日
（
火
）
午
前
十
時
～

午
後
三
時
、
七
月
十
七
日
（
火
）

午
前
十
時
～
午
後
三
時

▽
会
場　

市
役
所

※
予
約
は
不
要
で
す
。

▽
電
話
に
よ
る
相
談　

コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
（
０
１
２
０
ー
３
８
０

ー
８
８
３
）、
岩
手
支
部
（
☎

０
１
９
ー
６
０
６
ー
３
６
２
２
）

※
受
付
時
間
：
平
日
午
前
九
時
～

午
後
五
時

　

震
災
で
被
災
し
た
人
の
住
宅
再

建
に
つ
い
て
、
個
別
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す
。

▽
相
談
日
時　

毎
週
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
の
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
（
午
後
六
時

以
降
は
事
前
に
連
絡
が
必
要
で

す
）
。

▽
場
所　

市
役
所
復
興
対
策
局

▽
対
象　

震
災
に
よ
り
住
宅
が
全

壊
ま
た
は
半
壊
し
、
住
宅
の
再
建

を
検
討
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
今

泉
・
高
田
地
区
土
地
区
画
整
理
事

業
地
内
に
被
災
し
た
土
地
を
所
有

し
て
い
る
人

▽
内
容　

復
興
事
業
（
計
画
）
に

お
け
る
集
団
移
転
事
業
や
土
地
区

画
整
理
事
業
に
つ
い
て
の
相
談
な

ど
。

　

詳
し
く
は
、
復
興
対
策
局
（
内

線
４
４
０
・
４
４
１
）
ま
で
。

　

県
が
策
定
し
た
産
業
再
生
復
興

推
進
計
画
が
国
に
認
定
さ
れ
、「
産

業
再
生
特
区
」
が
設
定
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
規
投
資
や

被
災
者
雇
用
な
ど
、
一
定
の
要
件

を
満
た
せ
ば
税
制
上
の
特
例
な
ど

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
日
時　

五
月
十
四
日
（
月
）
午

後
一
時
三
十
分
～
三
時

▽
場
所　

市
役
所

▽
参
加
費　

無
料

▽
申
込
方
法　

五
月
十
一
日
（
金
）

ま
で
に
、
県
復
興
局
産
業
再
生
課

あ
て
に
、
住
所
、
会
社
・
団
体
名
、

所
属
・
職
名
、
氏
名
、
参
加
人
数
、

電
話
・
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
記
入
の
上
、フ
ァ
ク
ス
（
☎

０
１
９
ー
６
２
９
ー
６
９
４
４
）、

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
（A

J0004@

pref.iw
ate.jp

）
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
同
課
（
☎
０
１
９

ー
６
２
９
ー
６
９
３
１
）
ま
で
。

　

介
護
支
援
専
門
員
の
試
験
合
格

を
目
指
す
人
を
対
象
に
、
各
分
野

の
重
点
ポ
イ
ン
ト
を
学
ぶ
講
座
を

開
講
し
ま
す
。

▽
期
日　

七
月
二
十
八
日
（
土
）・

二
十
九
日
（
日
）

▽
会
場　

福
祉
交
流
施
設
ふ
れ
あ

い
ラ
ン
ド
岩
手

▽
定
員　

百
人

▽
受
講
料　

一
万
三
千
円
（
テ
キ

ス
ト
代
別
）

▽
申
込
期
限　

七
月
二
十
日
（
金
）

必
着
（
先
着
順
）

▽
そ
の
他　

申
込
方
法
、
受
講
料

の
納
入
な
ど
、
詳
細
は
県
高
齢
者

福
祉
生
活
協
同
組
合
（
☎
０
１
９

ー
６
５
３
ー
５
８
３
０
）
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
の
伴
真
純
さ
ん

が
、
復
興
支
援
コ
ン
サ
ー
ト
を
行

い
ま
す
。

▽
日
時
（
場
所
）　
五
月
十
二
日

（
土
）
午
前
十
時
（
米
崎
保
育
園
）、

午
後
一
時
三
十
分
（
第
一
中
学
校
）

▽
ビ
ア
ノ　

浅
見
陽
子

▽
曲
目　

夕
焼
け
小
焼
け
、
わ

れ
は
海
の
子
、
浜
辺
の
歌
、
千

の
風
に
な
っ
て
、
エ
ー
デ
ル
ワ

イ
ス
ほ
か

おいかわ　りん
ちゃん

ささき　かずや
ちゃん

うえだ　みずき
ちゃん

被
災
者
を
対
象
に

住
宅
再
建
等
個
別
相
談
窓
口
を
開
設

県
産
業
再
生
復
興
推
進
計
画

事
業
者
向
け
説
明
会

介
護
支
援
専
門
員

実
務
研
修
受
講
試
験
支
援
講
座

復
興
を
後
押
し
し
ま
す

伴
真
純
コ
ン
サ
ー
ト
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九
州
で
は
震
災
の
恐
ろ
し
さ
は
テ

レ
ビ
、
ネ
ッ
ト
な
ど
で
し
か
知
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
昨
年
五
月
に

初
め
て
陸
前
高
田
市
を
訪
問
し
た
時

に
は
言
葉
に
な
ら
な
い
衝
撃
を
受
け

た
こ
と
を
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
何
度
か
訪
問
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
進
ま

な
い
復
興
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に

し
た
こ
と
か
ら
、
今
年
三
月
に
派
遣
の

相
談
が
あ
っ
た
時
に
は
、
二
つ
返
事
で

受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

遠
く
離
れ
た
九
州
な
ど
に
は
、
震
災

後
一
年
経
っ
て
テ
レ
ビ
な
ど
で
取
り

上
げ
る
回
数
も
す
っ
か
り
減
り
、
被
災

地
は
順
調
に
復
興
し
て
い
る
も
の
だ

と
勘
違
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
実
際
に
現
地
に
立
た
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
被
災
地
の
皆
さ
ん
は
と
て
も
明

る
く
、
地
元
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
頑
張

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
皆
さ
ん
の
姿
を
、
そ

し
て
被
災
地
を
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
、

今
ま
で
以
上
に
情
報
を
発
信
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

元
気
な
街
が
蘇
る
た
め
に
少
し
で
も

お
役
に
た
て
る
よ
う
、
陸
前
高
田
市
の

職
員
と
し
て
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

派
遣
職
員
紹
介
⑦

古
　
賀

　
龍
一
郎 

さ
ん

企
画
部
協
働
推
進
室　

報
道
担
当
主
査

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】　

古　

賀　

龍
一
郎　

（
こ
が　

り
ゅ
う
い
ち
ろ
う
）

　

佐
賀
県
武
雄
市
出
身
。
大
学
を
卒
業
後
合
併
前
の
北
方
町
役
場
に
入
庁
。
企
画
、
農
林
、
建
設
、
下

水
道
な
ど
で
経
験
を
積
み
、
武
雄
市
合
併
前
に
は
合
併
事
務
局
に
出
向
。
合
併
後
建
設
課
に
勤
務
し
た

後
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
二
年
間
武
雄
市
長
秘
書
官
と
な
る
。
市
長
秘
書
を
務
め
る
傍
ら
自
治
体
の

ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
活
用
促
進
を
行
い
、
自
治
体
の
新
し
い
情
報
発
信
の
仕
組
み
を
創

っ
て
い
っ
た
。
今
年
四
月
よ
り
陸
前
高
田
市
に
派
遣
。
主
に
市
の
情
報
発
信
に
か
か
る
改
革
を
進
め
て

い
る
。


